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(57)【要約】
　目標となる骨の中に固定する骨用ねじアセンブリに関
する。骨用ねじアセンブリは、第一の巻き方および第一
のリード長さを有する第一の雄ねじが形成されるねじ付
き第一端部と第二端部とからなる、細長い胴体付きの第
一の骨用ねじ部材を含む。第一の骨用ねじ部材は、細長
い胴体の内部に設けられるボアまたは中央チャネルの中
に位置して第二の巻き方および第二のリード長さを有す
る雌ねじ特徴からなる。骨用ねじアセンブリは、第二の
巻き方および第二のリード長さを有する第二の雄ねじが
少なくとも一つ形成される第二の骨用ねじ部材を含む。
第二の骨用ねじ部材は少なくともボアの内部に配置され
ていて、第二の雄ねじは雌ねじ特徴に係合している。第
二の骨用ねじ部材が少なくとも完全にボアの内部に配置
されている第一の植込み構造および第二の骨用ねじ部材
が少なくともその一部がボアから突出する第二の植込み
構造において、第二の骨用ねじ部材は移動しうる。
【選択図】図６Ｃ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目標となる骨に固定するための骨用ねじアセンブリ（20; 65; 70; 100）において、
　a）第一の巻き方および第一のリード長さを有する第一の雄ねじ（23; 104）が形成され
るねじ付き第一端部（24）と、第二端部とを含み、細長い胴体（22）を有する第一の骨用
ねじ部材（21; 103）と、
　b）第二の巻き方および第二のリード長さを有する第二の雄ねじ（44, 46; 81; 106）が
少なくとも一つ形成される第二の骨用ねじ部材（40; 80; 105）と
を具備し、
　前記第一の骨用ねじ部材（21）は、前記細長い胴体（22）の内部に設けられるボア（26
）または中央チャネル（27）の中に位置し、第二の巻き方および第二のリード長さを有す
る雌ねじ特徴（28; 73）をさらに含み、
　　前記第二の巻き方は前記第一の巻き方と反対であって、および/または前記第一のリ
ード長さは前記第二のリード長さと異なることと、
　　前記第二の骨用ねじ部材（40; 80; 105）は少なくとも前記ボア（26）の内部に配置
されており、前記第二の雄ねじ（44, 46; 81; 106）は前記雌ねじ特徴（28; 73）に係合
していることと
　　を特徴とし、
　前記第二の骨用ねじ部材（40; 80; 105）が少なくとも前記ボア（26）の内部に完全に
配置されている第一の植込み構造から、第二の骨用ねじ部材（40; 80; 105）が少なくと
も部分的に前記ボア（26）から突出している第二の植込み構造に、第二の骨用ねじ部材（
40; 80; 105）が移動しうる、骨用ねじアセンブリ。
【請求項２】
　前記ねじ付き第一端部（24）は前記細長い胴体（22）の第二端部に向かって遷移部（25
）まで伸びている第一の長さ（L1）を有し、
　前記ボア（26）は前記第一端部（24）内に位置し
　前記中央チャネル（27）は前記細長い胴体（22）の残りの部分の内部に前記遷移部（25
）から前記第二端部に伸びて、遷移部（25）において前記ボア（26）は前記中央チャネル
（27）と流体連通し、前記雌ねじ特徴（28）は前記中央チャネル（27）の中に配置されて
遷移部（25）から前記第二端部に向かって伸びることを特徴とする、請求項1に記載の骨
用ねじアセンブリ（20; 65; 100）。
【請求項３】
　前記ボア（26）は前記中央チャネル（27）より大きい直径を有し、
　前記第二の骨用ねじ部材（40; 105）はねじ付き頭部（44）とねじ付き尾部（43）を含
み、前記ねじ付き頭部（44）の直径は、前記ねじ付き尾部（43）の直径より大きく、前記
ねじ付き頭部（44）の直径は、前記ボア（26）の直径より小さいが前記中央チャネル（27
）の直径より大きく、前記第二の雄ねじ（44, 46; 106）は前記ねじ付き尾部（43）上に
位置することを特徴とする、請求項2に記載の骨用ねじアセンブリ（20; 65; 100）。
【請求項４】
　前記ねじ付き頭部（44）は、第二の雄ねじ（46; 106）と同一の巻き方とリード長さを
有するねじを有することを特徴とする、請求項3に記載の骨用ねじアセンブリ（20; 65; 1
00）。
【請求項５】
　前記第一の巻き方は前記第二の巻き方と反対であることを特徴とする、請求項1ないし4
のいずれか一項に記載の骨用ねじアセンブリ。
【請求項６】
　前記第一の雄ねじ（23; 104）のリード長さは少なくとも前記第二の雄ねじ（44, 46; 1
06）のリード長さの二倍であり、または、前記第二の雄ねじ（44, 46; 106）のリード長
さは少なくとも前記第一の雄ねじ（23; 104）のリード長さの二倍であることを特徴とす
る、請求項1ないし4のいずれか一項に記載の骨用ねじアセンブリ（20; 65; 100）。
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【請求項７】
　前記骨用ねじアセンブリ（100）は、第二の巻き方または第二のリード長さを有する、
少なくとも一つの第三のねじ（108）を備える第三の骨用ねじ部材（107）をさらに含み、
前記雌ねじ特徴（28）は前記中央チャネル（27）の内部に位置して上に向かって前記第二
端部に伸びることを特徴とする請求項1ないし6のいずれか一項に記載の骨用ねじアセンブ
リ（100）。
【請求項８】
　前記雌ねじ特徴（73）は前記ボア（26）内に位置する、請求項1に記載の骨用ねじアセ
ンブリ（65）。
【請求項９】
　請求項1～8のいずれか一項に記載の骨用ねじアセンブリ（20; 65; 70; 100）と、実質
的に平らな第一の板部（11）を含む骨プレート（10）とからなる骨固定アセンブリにおい
て、
　管状突出部（14）は特定の角度で前記板部（11）から伸びて、前記管状突出部（14）は
摺動して骨用ねじアセンブリ（20; 65; 70; 100）を収容するように構成されていること
を特徴とする骨固定アセンブリ（1）。
【請求項１０】
　前記管状突出部（14）はその内周に少なくとも一つの回転防止手段（15a, 15b）を備え
、前記第一の骨用ねじ部材（21; 103）は相補的な回転防止手段を含むことを特徴とする
、請求項9に記載の骨固定アセンブリ（1）。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転モーメントに耐える骨用ねじアセンブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本領域において、様々な骨用ねじが知られている。骨フラグメントの安定のために、一
般には、複数のねじによって、骨フラグメントが骨に固定される。一つのねじが挿入され
ると、骨フラグメントはねじ軸を中心に回転して、必要な安定性を発現していない。しか
しながら、多くの開示には、一つのねじしか骨フラグメントの中に置くことができません
。たとえば、大腿骨頭骨折において、一つのねじのみは大腿骨頭を大腿骨骨幹軸に固定さ
せる。しかしながら 、単一のねじを使用する場合に、大腿骨頭はねじ軸を中心に回転し
て骨折整復を失うおそれがある。
【０００３】
　股関節骨折は普通の傷である。毎年、世界中に股関節骨折の数が増えている。特に年寄
りは股関節骨折に罹る。人口高齢化により、年間の股関節骨折の数は迅速に増えている。
【０００４】
　股関節骨折の原因の一つはオステオポローシスである。年をとるにつれて、骨はますま
す脆くなって、転んだ後に骨折しやすい。
【０００５】
　個人的な治療を要求する種々の股関節骨折がある。たとえば、大腿骨頸部骨折に罹って
関節表面に悪い軟骨がある患者にとって、完全に関節を取り替えて全体股関節インプラン
トで治療するのが好ましい。骨折に罹って良い軟骨を有する年下の患者にとって、全体の
関節を取り替えしない治療方法は好適である。
【０００６】
　骨折の部位、骨の品質と大きさにより、何種類かの治療方法は利用可能である。骨フラ
グメントの安定のための治療方法は二つ以上のカニューレ装着ねじの挿入から髄内釘の挿
入まで異なっている。



(4) JP 2017-505189 A 2017.2.16

10

20

30

40

50

【０００７】
　普通方法のもう一つは動的股関節ねじの植込み或いはスライディングスクリュー固定で
ある。動的股関節ねじは大腿骨の外側皮質に固定する板と、該板から大腿骨頭の中に伸び
る大きなねじとから構成されている。このねじは板にはめ込んで、動的固定と称される。
動的固定によって、大腿骨頭が大腿骨骨幹軸に固定して、インプラントが短くなることが
できる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前記動的股関節ねじの欠点は以下のとおりである。ねじは引張荷重と圧縮荷重に耐えら
れるが、ねじりモーメントに耐えられない。回転すると、骨折整復を失う。また、この回
転は大腿骨頭への血液供給を邪魔する可能性があって、いわゆる「虚血壊死」をもたらす
。これによって、大腿骨頭フラグメントは骨折を癒すに必要な血液供給を切断する。虚血
壊死の場合に、次の外科手術上の介入において、インプラントは取り外されて、全体股関
節プロテーゼに取り替えられる。
【０００９】
　通常は、動的股関節ねじインプラントの上に、追加の回転防止ねじを置くことによって
こんな問題を克服する。ねじの追加は必要な骨ストックを前提として、ねじの板へのはめ
込みが影響を受ける可能性がある。特に、小柄な患者の大腿骨頸部は追加の回転防止ねじ
にとって小さすぎる。
【００１０】
　他の利用可能な、インプラントをねじりモーメントから守る設計は大腿骨頭の中に伸び
る二つの平行なねじを含んでいる。前記二つのねじが骨プレートの中にはめ込む。これら
の設計は実に大腿骨頭フラグメントの回転を抑制するが、サイズが大きいである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　従って、本発明は、ねじりモーメントに耐えて、小柄な患者の中に植え込みやすいねじ
アセンブリを提供することを目的とする。
【００１２】
　請求項１によると、その目的を達成する。本発明の骨用ねじアセンブリは目標となる骨
の中に固定するためのものであって、第一の巻き方および第一のリード長さを有する第一
の雄ねじが形成されるねじ付き第一端部と、第二端部とを含んでいる、細長い胴体を有す
る第一の骨用ねじ部材（前記第一の骨用ねじ部材はさらに、前記細長い胴体の内部に設け
られるボアまたは中央チャネルの中に位置して第二の巻き方および第二のリード長さを有
する雌ねじ特徴を含んでいる）と、第二の巻き方および第二のリード長さを有する第二の
雄ねじが少なくとも一つ形成される第二の骨用ねじ部材とからなって、前記第二の巻き方
は前記第一の巻き方と反対であって、且つ/若しくは前記第一のリード長さは前記第二の
リード長さと異なっていて, 前記第二の骨用ねじ部材は少なくとも前記ボアの内部に配置
されていて、前記第二の雄ねじは前記雌ねじ特徴に係合していて、第二の骨用ねじ部材が
少なくとも前記ボアの内部に完全に配置されている第一の植込み構造および第二の骨用ね
じ部材が少なくともその一部が前記ボアから突出している第二の植込み構造において、第
二の骨用ねじ部材は移動しうる。
【００１３】
　前記第二の雄ねじは第一の雄ねじとして異なった巻き方および/または異なったリード
長さを含んでいて、第二の骨用ねじ部材が第二の植込み構造に移動すると、骨用ねじアセ
ンブリをねじりモーメントによる回転から守る。二つの雄ねじは異なった巻き方を有する
と、一方向に沿う回転モーメントは第一または第二の骨用ねじ部材を回転させる。しかし
ながら、回転モーメントは他方の骨用ねじ部材の回転運動を禁止する方向に向かって導か
れて、この回転運動は他方の骨用ねじ部材にブロックされる。
【００１４】
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　二つの雄ねじは異なったリード長さを有する場合に、回転モーメントは骨用ねじアセン
ブリを少し回転させる。しかしながら、異なったリード長さにより、一回転あたり二つの
骨用ねじ部材が異なった距離で走行して、回転運動が速やかに停止する。これは二つの骨
用ねじ部材の中の少なくとも一つのねじが骨の中に切削されたねじに当接するためである
。
【００１５】
　注意すべきことは、異なった巻き方を使用して、第一の雄ねじのリード長さが第二の雄
ねじと同じである場合だ。
【００１６】
　異なった巻き方または異なったリード長さを有する二つの雄ねじを使用して、骨用ねじ
アセンブリが回転自在にロックされている。つまり、異なった巻き方と異なったリード長
さを有する雄ねじを使用していい。これは「および/または」という術語で表されて、二
つの中の何れかの一つまたは両方を使用していいという意味である。
【００１７】
　好ましくは、第一の骨用ねじ部材の細長い胴体は円筒形であって、その全長（つまり、
細長い胴体の第一端部と第二端部の間の距離）は骨用ねじアセンブリの用途、目標となる
骨または患者の大きさによっている。細長い胴体の直径も同様である。本発明の一実施形
態において、第一の骨用ねじ部材の細長い胴体はその全長に沿って一定の直径を有してい
るが、好ましくは、第一の骨用ねじ部材の細長い胴体の直径が変っている。
【００１８】
　本願において、「巻き方」とは、ねじの螺旋が骨用ねじ部材の中心軸に巻き付けられて
いる方向をいう。二つの異なった巻き方は可能であって、「右利き」または「左利き」で
ある。「右利きの」 ねじを有する骨用ねじ部材が時計回りに回されると、使用者から離
れる。また、反時計回りに回されると、使用者に向かって移動する。それに対して、「左
利きの」ねじが反対な特性を発現する。
【００１９】
　本発明において、「雄ねじ」とは、骨用ねじ部材の外周に設けられるねじである。それ
に対して、「雌ねじ」とは、内周に設けられるねじといい、つまり、骨用ねじ部材のボア
または内チャネルの中にある。そこで、両者はマッチした巻き方、リード数、リード長さ
及びピッチを有すると、雄ねじは雌ねじに係合する。
【００２０】
　本願において、「リード長さ」とは、骨用ねじ部材の完全な一回りに伴って、同じリー
ドによって覆われるねじ軸に沿う距離をいう。
【００２１】
　本発明に用いられる雄ねじ及び雌ねじは一条ねじであっていい。つまり、一条ねじ螺旋
のみが骨用ねじ部材の中心軸に巻き付けられている。好ましくは、前記ねじは二条ねじま
たは多条ねじである。つまり、二つ以上の別々に準備したねじ螺旋が骨用ねじ部材の中心
軸に巻き付けられている。
【００２２】
　好ましくは、前記第一の骨用ねじ部材はボアと、細長い胴体に位置する中央チャネルと
から構成される。
【００２３】
　好ましくは、前記ボアと前記中央チャネルは、細長い胴体の中心軸と同心であるように
配置されている。前記ボアと前記中央チャネルの直径は細長い胴体の外径より小さくて、
細長い胴体の外径とボアや中央チャネルの直径との差は十分な強度を有する細長い胴体の
壁厚を提供する。
【００２４】
　前記ボアと前記中央チャネルは同じ直径を有していいが、好ましくは、ボアの直径は中
央チャネルと異なっている。さらに好ましくは、ボアは中央チャネルと流体連通している
。つまり、細長い胴体の全長にわたって第一端部から第二端部まで、ボアと中央チャネル
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は共通のカニューレを形成する。好ましくは、ボアと中央チャネルは各自の長さに沿って
一定の直径を有している。若しくは、ボア及び/又は中央チャネルの直径は各自の長さに
沿って異なっている。第二の骨用ねじ部材を回転させる適当な工具が中央チャネル及びボ
アの少なくとも一部を経由して挿入される。このような工具として、たとえば、ねじ回し
が挙げられる。
【００２５】
　好ましくは、雌ねじ特徴は前記ボアの内周または前記中央チャネルの内周に設けられて
いる。前記雌ねじ特徴は第二の巻き方と第二のリード長さを有している。
【００２６】
　好ましくは、第二の骨用ねじ部材は第二の雄ねじが形成される第二の細長い円筒体を含
んでいる。前記第二の雄ねじは、前記雌ねじ特徴の第二の巻き方と第二のリード長さに対
応する第二の巻き方と第二のリード長さを有することが好ましい。さらに好ましくは、前
記第二の骨用ねじ部材の直径は、第二の骨用ねじ部材が少なくとも前記ボアに挿入されて
、前記第二の雄ねじが前記雌ねじ特徴に螺合することができるように選択される。
【００２７】
　好ましくは、第一の巻き方は第二の巻き方と反対である。すなわち、前記第一の巻き方
は左利きであると、前記第二の巻き方は右利きである。逆もまた同様である。或いは、前
記第一のリード長さは前記第二のリード長さと異なっている。さらに好ましい代案として
、第一の巻き方は第二の巻き方と反対であって、第一のリード長さは第二のリード長さと
異なっている。
【００２８】
　経験則として、第一の雄ねじと第二の雄ねじとのリード長さにおける差はできるだけ大
きいことが望ましい。これによって、異なった巻き方を有するリードは負の値として表さ
れることができる。例えば、第一の雄ねじのリード長さは3 mmであって、第二の雄ねじの
リード長さは6 mmである時には、両者の差は3 mmである。しかしながら、雄ねじの両方と
もリード長さが3 mmであるが、その中の一つのリードが反対な巻き方を有する（即ち- 3 
mm）時には、両者の差は6 mmである。好ましくは、前記第二の骨用ねじ部材が少なくとも
前記第一の骨用ねじ部材のボアの内に配置されている。さらに好ましくは、前記第二の骨
用ねじ部材が前記ボアの内および前記中央チャネルの少なくとも一部の内に配置されてい
る。後者の場合に、第二の骨用ねじ部材の直径は、ボア及び中央チャネルの少なくとも一
部に挿入することができるように選択される。
【００２９】
　第一の植込み構造は骨の中に骨用ねじアセンブリを植込むためのものである。この構造
において、第二の骨用ねじ部材が少なくともボアの内に完全に配置されている。つまり、
前記第二の骨用ねじ部材およびそれに設けられる第二の雄ねじ特徴は前記第一の骨用ねじ
部材から突出しない。このようにして、骨用ねじアセンブリは、例えば予め骨の中に穿設
されておく止まり穴に捩じ込まれる。いったん前記骨用ねじアセンブリが適当な位置にあ
ると、前記第二の骨用ねじ部材は、例えば前記第二端部から中央チャネルを経由して挿入
される工具によって、前記第一の骨用ねじ部材のねじ付き第一端部から直線的に出て骨の
中へ進むように回される。第二の雄ねじと雌ねじ特徴との係合により、前記第二の骨用ね
じ部材を前進させるための回転運動が要求されるので、第二の骨用ねじ部材も骨に捩じ込
む。
【００３０】
　第二の植込み構造において、第二の骨用ねじ部材の少なくとも一部が第一の骨用ねじ部
材から突出する、すなわち、ある距離前進している。しかしながら、回転防止の効果を得
るために、前記第二の雄ねじの少なくとも一部は前記雌ねじ特徴に係合する必要がある。
【００３１】
　従って、雌ねじ特徴に部分的に係合したまま骨にきっちり捩じ込まれるために、第二の
骨用ねじ部材は十分に前進する必要がある。
【００３２】
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　好ましくは、前記ねじ付き第一端部は細長い胴体の第二端部に向かって遷移部まで伸び
ている第一の長さを有して、前記ボアは前記第一端部の内部に位置して、中央チャネルは
細長い胴体の残りの部分の内部に前記遷移部から前記第二端部に伸びて、遷移部に前記ボ
アは前記中央チャネルと流体連通して、前記雌ねじ特徴は前記中央チャネルの中に配置さ
れて遷移部から前記第二端部に向かって伸びる。
【００３３】
　前記遷移部は、第一のねじ部材の細長い胴体のねじ付き第一端部から残りの部分までの
遷移を表している。好ましくは、前記残りの部分がねじを含まず、板や髄内釘などのよう
な他のインプラントパーツと相互作用するように配置されることができる。
【００３４】
　好ましくは、前記ねじ付き第一端部が細長い胴体の残り部分より大きい直径を有する。
従って、前記遷移部はその外周に斜面を有する。これによって、前記細長い胴体の外径が
変化できる。前記斜面は任意の適当な傾斜角を有することができる。
【００３５】
　好ましくは, 前記ボアは前記中央チャネルより大きい直径を有して、前記第二の骨用ね
じ部材はねじ付き頭部とねじ付き尾部を含んでいて、前記ねじ付き頭部の直径は前記ねじ
付き尾部の直径より大きくて、ねじ付き頭部の直径は前記ボアの直径より小さいが前記中
央チャネルの直径より大きくて、前記第二の雄ねじは前記ねじ付き尾部上に位置する。
【００３６】
　この好適な構造において、前記尾部に位置する第二の雄ねじは中央チャネルの内に位置
する雌ねじ特徴と相互作用する。前記第二の骨用ねじ部材が前記第一の植込み構造から前
記第二の植込み構造へ進む時に、前記ねじ付き頭部はその雄ねじ部によって骨に係合する
。
【００３７】
　そのため、雄ねじの異なった部分を利用して、前記第二の骨用ねじ部材が骨の中および
雌ねじ特徴に固定される。これによって、例えば、前記雄ねじの異なった直径は二つの部
分に用いられることができる。
【００３８】
　好ましくは、前記ねじ付き頭部には同一の巻き方とリード長さを有するねじが第二の雄
ねじとして形成されている。従って、前記第二の骨用ねじ部材が回されて、前記第一の植
込み構造から前記第二の植込み構造へ進む。これによって、前記ねじ付き第一端部が骨に
捩じ込まれる。
【００３９】
　さらに好ましくは、前記第一の巻き方は第二の巻き方と反対である。これによって、骨
用ねじアセンブリが効率よく固定されて、回転モーメントを防止することができる。
【００４０】
　好ましくは、前記第一の雄ねじのリード長さは少なくとも前記第二の雄ねじのリード長
さの二倍であり、逆もまた同じである。この構造によれば、骨用ねじアセンブリは回転モ
ーメントの影響を受けず効率よく固定されることができる。
【００４１】
　若しくは、前記骨用ねじアセンブリはさらに、第二の巻き方または第二のリード長さを
有する第三のねじが少なくとも一つ形成される第三の骨用ねじ部材を含んでいて、雌ねじ
特徴は前記中央チャネルの内に位置して上に向かって細長い胴体の第二端部に伸びる。
【００４２】
　この構造によれば、第三の骨用ねじ部材は、前記第三のねじと前記雌ねじ特徴との相互
作用によって、第二端部に第一の骨用ねじ部材に固定されることができる。これによって
、本発明の骨用ねじアセンブリは二つの骨フラグメントにおける回転モーメントを防止し
ながら二つの骨フラグメントを合わせて固定することができる。
【００４３】
　前記第三の骨用ねじ部材は一定の直径を有していいが、二つの異なった直径を有する胴
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体を含むことが好ましい。一つの直径はそれに設けられる第三のねじが雌ねじ特徴に係合
できるように選択されるとともに、もう一つの直径は第二の骨用ねじ部材の残り部分の直
径と等しいように選択されていい。若しくは、もう一つの直径は第一の骨用ねじ部材のね
じ付き第一端部の直径と等しいように選択されてもいい。
【００４４】
　別の実施形態において、前記雌ねじ特徴は前記ボアの内部に位置する。この場合では、
第一の植込み構造において、第二の骨用ねじ部材が完全にボアの内に配置されていて、中
央チャネルの内に全然ない。これによって、第二の雄ねじの全体は第一の植込み構造にお
ける雌ねじ特徴と相互作用する。第二の植込み構造において、第二部分が雌ねじ特徴に係
合したまま第二の雄ねじの一部は骨の中に係合する。
【００４５】
　本発明のもう一つの目的は、本発明の骨用ねじアセンブリと、骨プレートとからなる骨
固定アセンブリに関する。前記骨プレートは、実質的に平らな第一の板部と、前記板部か
ら特定の角度で伸びる管状突出部とを含んでいる。前記管状突出部は摺動して骨用ねじア
センブリを収容するように配置されている。
【００４６】
　このような骨固定アセンブリは主に大腿骨頸部骨折の治療に用いられる。本発明の骨固
定アセンブリは固定されて、ねじりモーメントによる運動を防止するので、他の回転防止
手段を用意する必要がなく、結果として骨固定アセンブリの大きさが減少する。そのため
、本発明の骨固定アセンブリは小柄な患者にぴったりである。また、ただ一つのねじアセ
ンブリは大腿骨頭に植込まれて、必要な外科手術の複雑さが低下する。
【００４７】
　好ましくは、前記管状突出部はその内周に少なくとも一つの回転防止手段が形成されて
いて、前記第一の骨用ねじ部材は相補的な回転防止手段を含んでいる。
【００４８】
　これによって、骨プレート付のねじアセンブリの回転がロックされる。前記回転防止手
段は、例えば第一の骨用ねじ部材上の対応したノッチの中に係合できる突出部として提供
されて、逆もまた同様である。好ましくは、二つ以上の回転防止手段が提供されることが
できる。若しくは、前記骨用ねじアセンブリは、止めねじのようなねじによって、骨プレ
ートに回転自在に固定されていい。
【００４９】
　さらに好ましい実施形態および特徴の組み合わせは、以下の詳細な説明および請求の範
囲から派生することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
　本発明の実施形態を説明する図面は以下のとおりである。図において、同じ特徴は同様
の参照符号を付して説明する。
【図１】図1は骨プレートと大腿骨頸部骨折した大腿骨の内部にある骨用ねじアセンブリ
とからなる骨固定アセンブリの側面図である。
【図２】図2は骨プレートの詳細を示す図である。
【図３Ａ】図3Aは第一の実施形態における第一の骨用ねじ部材を示す図である。
【図３Ｂ】図3Bは第一の実施形態における第一の骨用ねじ部材を示す図である。
【図４Ａ】図4Aは第一の実施形態における第二の骨用ねじ部材を示す図である。
【図４Ｂ】図4Bは第一の実施形態における第二の骨用ねじ部材を示す図である。
【図５Ａ】図5Aは第一と第二の植込み構造における骨用ねじアセンブリを示す図であって
、その中に図3の第一の骨用ねじ部材と図4の第二の骨用ねじ部材とが形成されている。
【図５Ｂ】図5Bは第一と第二の植込み構造における骨用ねじアセンブリを示す図であって
、その中に図3の第一の骨用ねじ部材と図4の第二の骨用ねじ部材とが形成されている。
【図５Ｃ】図5Cは第一と第二の植込み構造における骨用ねじアセンブリを示す図であって
、その中に図3の第一の骨用ねじ部材と図4の第二の骨用ねじ部材とが形成されている。
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【図５Ｄ】図5Dは第一と第二の植込み構造における骨用ねじアセンブリを示す図であって
、その中に図3の第一の骨用ねじ部材と図4の第二の骨用ねじ部材とが形成されている。
【図６】図6A - 6Cは従来技術における大腿骨頸部インプラントと比較して、図5の骨用ね
じアセンブリにより大腿骨頭の回転を防ぐ機械的原理を示す図である。
【図７】図7は第二の実施形態における骨用ねじアセンブリを示す図であって、その中の
二つの骨用ねじ部材は巻き方が同じであるが、リード長さが異なっている。
【図８】図8は第三の実施形態における骨用ねじアセンブリを示す図である。
【図９Ａ】図9Aは図１の骨固定アセンブリを植え込むための外科手術の工程を示す図であ
る。
【図９Ｂ】図9Bは図１の骨固定アセンブリを植え込むための外科手術の工程を示す図であ
る。
【図９Ｃ】図9Cは図１の骨固定アセンブリを植え込むための外科手術の工程を示す図であ
る。
【図９Ｄ】図9Dは図１の骨固定アセンブリを植え込むための外科手術の工程を示す図であ
る。
【図９Ｅ】図9Eは図１の骨固定アセンブリを植え込むための外科手術の工程を示す図であ
る。
【図９Ｆ】図9Fは図１の骨固定アセンブリを植え込むための外科手術の工程を示す図であ
る。
【図９Ｇ】図9Gは図１の骨固定アセンブリを植え込むための外科手術の工程を示す図であ
る。
【図１０】図10は第二の実施形態における骨固定アセンブリを示す図であって、その中の
骨用ねじアセンブリは髄内釘の一部である。
【図１１】図11は第三の実施形態における骨固定アセンブリを示す図であって、その中の
骨用ねじアセンブリは髄内釘の遠位端または近位端の一部である。
【図１２Ａ】図12Aは第四の実施形態における骨用ねじアセンブリを示す図であって、そ
の中に第三の骨用ねじ部材が設けられている。
【図１２Ｂ】図12Bは第四の実施形態における骨用ねじアセンブリを示す図であって、そ
の中に第三の骨用ねじ部材が設けられている。
【図１２Ｃ】図12Cは第四の実施形態における骨用ねじアセンブリを示す図であって、そ
の中に第三の骨用ねじ部材が設けられている。
【図１２Ｄ】図12Dは第四の実施形態における骨用ねじアセンブリを示す図であって、そ
の中に第三の骨用ねじ部材が設けられている。
【図１２Ｅ】図12Eは第四の実施形態における骨用ねじアセンブリを示す図であって、そ
の中に第三の骨用ねじ部材が設けられている。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　図1 aに示すように、第一の実施形態に係わる骨固定アセンブリ1は骨折した大腿骨頸部
を連結している。前記骨固定アセンブリは骨プレート10と、第一の骨ファスナー12と、第
二の骨ファスナー13と、骨用ねじアセンブリ20とを含んでいる。前記骨プレート10は大腿
骨骨幹軸3の側面に付装している。前記骨用ねじアセンブリ20は骨プレート10から大腿骨
を経由して大腿骨頭フラグメント2の中に伸びている。骨折部位4を連結することにより、
前記骨用ねじアセンブリは大腿骨頭フラグメント2を大腿骨骨幹軸3に固定させる。
【００５２】
　以下に詳しく説明するように、骨用ねじアセンブリ20は第一の骨用ねじ部材21と第二の
骨用ねじ部材40とから構成されている。骨用ねじアセンブリ20が摺動して骨プレート10に
係合する。
【００５３】
　図2は骨プレート10を示す。大腿骨に固定するために、前記骨プレート10に含まれる第
一の平板部11は第一の骨ファスナー12および第二の骨ファスナー13を利用する。これらの
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骨ファスナーの数は骨折のレベルと板の大きさにより、少なくとも一つである。また、前
記骨プレート10に含まれる管状突出部14は約130°-140°の角で平板部11から伸びる。図1
に示すように、前記管状突出部14は骨の中への皿穴配置を行って骨用ねじアセンブリ20を
収容するためのものである。前記骨用ねじアセンブリ20が摺動回転して管状突出部14の中
に係合する。
【００５４】
　回転安定性のために管状突出部14の内周にわたって等間隔に設けられるオス回転防止手
段の数は少なくとも一つ、好ましくは二つ以上（15aと15b）である。前記オス回転防止手
段15aが管状突出部14の内壁から伸びる。若しくは、前記おす回転防止手段15aは平面また
は溝として設けられてもいい。
【００５５】
　第一のオス回転防止手段15aと第二のオス回転防止手段15bは前記骨用ねじアセンブリ20
に設けられる相補的なメス回転防止手段と協働するように配置されている。セットになっ
た回転防止手段は骨用ねじアセンブリ20における第一骨用ねじ部材21の骨プレート10に対
する回転を抑制する。
【００５６】
　図3Aと3Bは第一の骨用ねじ部材21の各要素を示す。前記第一の骨用ねじ部材21に含まれ
る細長い第一円筒体22は第一端部29から第二端部まで伸びている。前記細長い第一円筒体
22の頭部に目標となる骨に固定するための第一の雄ねじ23が設けられて、ねじ付き第一端
部24が形成される。好適な実施形態において、第一の雄ねじ23は右利きである。前記第一
の雄ねじ23のピッチ'P1'は1.0 mm以上であるが、好ましくは少なくとも2.5 mmである。
【００５７】
　細長い第一円筒体22の多くは直径がねじ付き第一端部24より小さい。ねじ付き第一端部
24と細長い円筒体22の残りの部分の間に第一の段付き遷移部25が配置されている。段付き
遷移の長さ'L1'は前記第一の骨用ねじ部材の第一端部29から起算しておよそ15 mmである
が、骨用ねじアセンブリ20の全長により10 mmから30 mmまで変っていい。前記骨用ねじア
センブリの必要な全長は目標となる骨の大きさと患者に関係する。
【００５８】
　前記ねじ付き第一端部24は更に、ほぼ遷移部25に伸びるボア26を含んでいる。
【００５９】
　中央チャネル27は遷移部25から第一の骨用ねじ部材21の第二端部に伸びている。前記中
央チャネル27の直径は実質的にボア26の直径より小さい。以下に詳しく説明するように、
中央チャネル27はねじ回しを受けるように配置されている。遷移部25において、中央チャ
ネル27とボア26の間の境界から、中央チャネル27は雌ねじ特徴28を含んでいる。好適な実
施形態において、雌ねじ特徴28は左利きであって、二条ねじまたは多条ねじ付のリードを
有する。また、以下に図4Aと図4Bに示すように、前記雌ねじ特徴28は第二の骨用ねじ部材
40のねじ付き頭部44と実質的に等しいリード長さを有する。
【００６０】
　また、細長い第一円筒体22は細長いシャフトの円周にわたって等間隔に設けられるメス
回転防止手段29a, 29bを少なくとも一つ、好ましくは二つ以上含んでいる。前記メス回転
防止手段29a, 29bは、前記細長いシャフトに沿って伸びる溝として配置されている。若し
くは、前記メス回転防止手段29a, 29bは、平面または細長いシャフトから伸びる長い突出
部として配置されている。メス回転防止手段29aと29bは前記骨プレート10の相補的なオス
回転防止手段15a, 15bと協働するように配置されている。前記セットになった回転防止手
段15a, 15b, 29a, 29bは第一の骨用ねじ部材21の骨プレート10に対する回転を抑制する。
【００６１】
　第二端部に、前記第一の骨用ねじ部材21は第一のドライブ30を含んでいる。前記第一の
ドライブ30がねじ回しに係合するように形成されている。
【００６２】
　図4Aと4Bは第二の骨用ねじ部材40の詳細を示す。前記第二の骨用ねじ部材40に含まれる
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第二の円筒体42は第一端部から第二端部に伸びて、二つの外径を有する。前記第二の円筒
体42はねじ付き頭部とねじ付き尾部とから構成されている。前記ねじ付き頭部は目標とな
る骨の中に固定するためのものであって、第一部分としての第二の雄ねじ44を有する。前
記ねじ付き尾部は第一の骨用ねじ部材21の中に係合するためのものであって、第二部分と
しての第二の雄ねじ46を有する。好適な実施形態において、第一部分としての第二の雄ね
じ44は左利きである。第一部分としての第二の雄ねじ44のピッチ'P2'は1.0 mm以上である
が、好ましくは少なくとも2.0 mmである。
【００６３】
　前記第二の円筒体42の大部分は直径がねじ付き頭部より小さくて、第二の段付き遷移部
45が形成されている。前記第二の段付き遷移部45の長さ'L2'は第二の骨用ねじ部材40の先
端49から起算しておよそ15 mmであるが、骨用ねじアセンブリ20の全長により10 mmから30
 mmまで変っている。また、前記第二のねじ付き頭部はカッティングエッジ41a, 41b, 41c
付の先端49を含んでいる。前記カッティングエッジ41a, 41b, 41cは大腿骨頭フラグメン
ト2の中へのねじ切削を行うように配置されている。
【００６４】
　好適な実施形態において、第二部分としての第二の雄ねじ46は左利きであって、二条ね
じまたは多条ねじ付のリードを有する。リード長さ、ピッチ及び形状の点については、第
二部分としての第二の雄ねじ46は第一の骨用ねじ部材21の雌ねじ特徴28に対応している。
【００６５】
　なお、中央カニューレ47は第二の骨用ねじ部材40の第一端部から第二端部に伸びている
。前記カニューレ47は植込用のＫワイヤ又はガイドワイヤを受けるように配置されている
。
【００６６】
　第二端部に、前記第二の骨用ねじ部材40は第二のドライブ50を含んでいる。前記第二の
ドライブ50はねじ回しに係合するように配置されている。
【００６７】
　図5A－図5Dは第一の骨用ねじ部材21と第二の骨用ねじ部材40との間の相互作用を示す。
図5Aと図5Bは第一の植込み構造と第二の植込み構造における骨用ねじアセンブリ20を示す
。図5Cと図5Dは第一と第二の植込み構造の部分横断面図である。
【００６８】
　第二の骨用ねじ部材40の第一の骨用ねじ部材21に対する反時計回り回転により、第二の
骨用ねじ部材40は前進して、少なくともその一部が第一の骨用ねじ部材21から突出する。
前記回転を開始するために、ねじ回しは第二の骨用ねじ部材40のドライブ50の中に係合す
る。
【００６９】
　骨用ねじアセンブリ20の別の実施形態において、カウンターボルトのような他の部材は
前記雌ねじ特徴28に係合する。第二の骨用ねじ部材40に当接して前記カウンターボルトを
締めると、第二の骨用ねじ部材40は自在に動くように第一の骨用ねじ部材21の中にロック
されている。
【００７０】
　図6A-図6Cは従来技術による固定と比較して、本発明の骨用ねじアセンブリ20が回転モ
ーメントに耐える原理を示す。
【００７１】
　図6Aに示すように、従来のスライディング股関節ねじシステムにおいて、ねじりモーメ
ントと荷重により、前記大腿骨頭フラグメント2が回転する可能性がある。回転すると、
大腿骨頭フラグメント2はスクリューシャフトと平行に移動する。臨床的には、大腿骨頭
フラグメント2の回転は骨折整復の損失を引き起こす。一般には、生体力学のゆえに、中
央股関節ねじは大腿骨頸部の下部の三番目である。整復の損失と大腿骨頭フラグメント2
の回転は大腿骨頭フラグメント2への血液供給を損なって、大腿骨頭フラグメント2の虚血
壊死をもたらす。現在は、図6Bに示すように、第二の回転防止ねじ55の挿入しかによって
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、大腿骨頭フラグメント2の回転モーメントに対する安定を図ることができません。スク
リュー追加は必要な骨ストックを前提とする。特に小柄な患者の大腿骨頸部は二つの固定
部材にとって小さすぎる。
【００７２】
　図6Cは本発明の骨用ねじアセンブリ20の固定原理を示す。大腿骨頭フラグメント2は二
つのねじに係合している。第一のねじ部材21のねじ付き第一端部24と第二のねじ部材40の
ねじ付き頭部は、巻き方が互いに反対である。また、ねじアセンブリ20と骨プレート10の
協働した回転防止手段によって、ねじアセンブリ20が回転して骨プレート10の中にブロッ
クされる。
【００７３】
　理論的には、大腿骨頭フラグメント2に与えられる回転モーメントは大腿骨頭を回転さ
せる。いま、第一の雄ねじ23と第二の雄ねじ44は巻き方が互いに反対なので、回転モーメ
ントにより大腿骨頭フラグメント2は、第一の巻き方を有する第一の骨用ねじ部材21上に
一方向に平行移動するとともに、反対な巻き方を有する第二の骨用ねじ部材40上に反対な
方向に平行移動する。結果として、左利きのねじのプロファイルは右利きのねじのプロフ
ァイルにフィットするので、大腿骨頭フラグメントの回転を防ぐ。
【００７４】
　図7はさらに別の実施形態における骨用ねじアセンブリ65の部分横断面図である。第三
の他の骨用ねじアセンブリ65は実質的に骨用ねじアセンブリ20と類似している。第一の骨
用ねじ部材21と第二の骨用ねじ部材40は巻き方が同じであるが、リード長さが大いに異な
っている。回転すると、骨は第二の骨用ねじ部材40と比較して第一の骨用ねじ部材21上に
よりはやく平行移動する傾向がある。結果として、異なったリード長さが形成されるねじ
プロファイルはぴったりなので、骨用ねじアセンブリ20の骨内における回転を防ぐ。
【００７５】
　図8はさらに別の実施形態における骨用ねじアセンブリ70の部分横断面図。骨用ねじア
センブリ70は実質的に骨用ねじアセンブリ20と類似している。骨用ねじアセンブリ70は第
一の骨用ねじ部材71からなっている。前記第一の骨用ねじ部材は、雌ねじ特徴28の以外、
すべての実施形態における第一の骨用ねじ部材21に関する説明と同様である。雌ねじ特徴
73はボア26の中に位置している。
【００７６】
　前記雌ねじ特徴73は第二の骨用ねじ部材80の第二の雄ねじ81に係合するように配置され
ている。好適な実施形態において、雌ねじ特徴73は左利きである。なお、雌ねじ特徴73の
リード長さ、ピッチ及び形状は実質的に第二の骨用ねじ部材80の第二の雄ねじ81と等しい
。
【００７７】
　図9A - 9Gは骨固定アセンブリ1を骨の中に植込む工程を示す。
【００７８】
　図9Aは目標となる骨、具体的には骨折部位4と大腿骨頭フラグメント2を有する近位端大
腿骨113の解剖構造を示す。少なくとも一つのガイドワイヤ57を挿入することによって、
前記骨折部位4は整復、固定される。中央ガイドワイヤ58はねじアセンブリ20の目標位置
を規定する。
【００７９】
　図9Bは近位端大腿骨113の外側皮質から大腿骨頭フラグメント2の中に伸びている穴のプ
レドリルを示す。三つのドリル直径を有してカニューレが装着される段付きドリル59が中
央ガイドワイヤ58にわたって挿入される。最も遠い端のドリル直径'D1'は第二の骨用ねじ
40のねじ付き頭部44のねじ谷径に対応している。第二のドリル直径'D2'は第一の骨用ねじ
部材21のねじ付き遠位端24のねじ谷径に対応している。第三のドリル直径'D3'は骨プレー
ト10の管状突出部14の外径に対応している。
【００８０】
　ドリル操作の後に、図9Cに示すように、近位端大腿骨113における段付きボアは三つの
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ボア遷移を含んでいる:
・第一のボア遷移'IT'はドリルされていない骨とボア直径'd1'を有するボア部の間のボア
の最も遠い端に位置している。前記ボア直径'd1'は第一のドリル直径'D1'に対応している
。
・第二のボア遷移'T2'はボア直径'd1'とボア直径'd2'の間に位置している。前記ボア直径
'd2'は第二のドリル直径'D2'に対応している。
・第三のボア遷移'T3'はボア直径'd2'とボア直径'd3'の間に位置している。前記ボア直径
'd3'は第三のドリル直径'D3'に対応している。
【００８１】
　図9Dに示すように、骨用ねじアセンブリ20が中央ガイドワイヤ58にわたって近位端大腿
骨113に挿入される。遠位端ねじ付き端部24が大腿骨頭フラグメント56に係合してボア遷
移'T2'に当接するまでの間に、右利きにねじることによって骨用ねじアセンブリ20が挿入
される。
【００８２】
　次の工程に、図9Eに示すように、ねじ回し59が骨用ねじアセンブリ20に挿入されて第二
の骨用ねじ部材40のドライブ50に係合する。
【００８３】
　前記ねじ回し59を反時計回りに回すと、第二の骨用ねじ部材40の先端がボア遷移'T1'に
あるボアの端部に当接するまでの間に、第二の骨用ねじ部材40が回転して大腿骨頭の中に
平行移動する。
【００８４】
　互いに反対な巻き方を有する二つのねじによって、大腿骨頭フラグメント2が骨用ねじ
アセンブリ20に固定される。結果として、先の図6Cに説明するように、回転モーメント、
軸方向引張力および軸方向圧縮力に耐える固定手段が形成される。
【００８５】
　図9Fに示すように、骨プレート10は第一の骨用ねじ部材21の細長いシャフト22に摺動し
て係合する。メス回転防止手段29a,29bは骨プレート10の相補的なオス回転防止手段15a,1
5bと協働して、第一の骨用ねじ部材21の骨プレート10に対する回転を抑制する。
【００８６】
　図9Gは骨ファスナー12と13の挿入を示す。大腿骨頭フラグメント2が近位端大腿骨113に
堅く固定される。
【００８７】
　図10は別の実施形態における骨インプラントアセンブリを示す。これにより、ねじアセ
ンブリ90は髄内釘91の中に係合する。
【００８８】
　図11はさらに別の実施形態における骨インプラントアセンブリを示す。この実施形態に
おいて、骨固定アセンブリ96は髄内釘95の遠位端または近位端を形成する。これによって
、前記骨固定アセンブリ96はその一端に、目標となる骨への十分な内部固定を提供する。
【００８９】
　図12Aと図12Bはさらに別の実施形態における骨用ねじアセンブリ100を示す。該骨用ね
じアセンブリ100は三つのねじ部材103, 105, 107を含んでいて、その中の二つが互いに反
対な巻き方を有する。前記骨用ねじアセンブリ100は小さな骨フラグメント101を主骨102
に固定させる。反対な巻き方を有する骨用ねじ部材103, 105, 107の組み合わせは、小さ
な骨フラグメント101を固定して回転モーメント、引張荷重と圧縮荷重に耐える原理を促
進する。
【００９０】
　詳細には、第一の巻き方を有する第一の雄ねじ104が形成される第一のねじ部材103は小
さな骨フラグメント101と主骨102の中に固定される。次いで、前記第一の巻き方と反対な
第二の巻き方を有する第二の雄ねじ106が形成される第二の骨用ねじ部材105は第一の骨用
ねじ部材103から主骨102の中へ前進する。最後に、第三のねじ部材107は第二の巻き方を
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有する第三の雄ねじ108によって小さな骨フラグメント101の中に固定される。
【００９１】
　図12Eに示すように、第二の骨用ねじ部材105の尾部に位置して第二の巻き方を有する第
三の雄ねじ108は第一の骨用ねじ部材103の雌ねじ特徴109に係合している。これによって
、第一のねじ部材103は第二のねじ部材105に係合する。なお、第四の雄ねじ110が第二の
雌ねじ特徴111に係合することによって、第二のねじ部材105と第三のねじ部材107は合わ
せて固定される。前記二つのねじは第二の巻き方である。
【００９２】
　結果として、骨係合ねじの互いに反対な巻き方により、回転モーメントは小さな骨フラ
グメント101を第三の骨用ねじ部材107上に一方向に平行移動させるとともに第二の骨用ね
じ部材105上に反対な方向に平行移動させる。結果として、左利きのねじのプロファイル
は右利きのねじのプロファイルにフィットすることにより、骨用ねじアセンブリ100の回
転を防ぐ。同様にして、小さな骨フラグメント101と、第二の骨用ねじ部材105と、第三の
骨用ねじ部材107との組み合わせは同じ原理によって小さな骨フラグメント101の骨用ねじ
アセンブリ100に対する回転を防ぐ。従って、この実施形態における骨用ねじアセンブリ1
00によって、回転運動を防止して小さな骨フラグメント101と主骨100、または何れかの二
つの骨の固定を実現できる。
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【図１２Ｅ】

【手続補正書】
【提出日】平成28年10月7日(2016.10.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目標となる骨に固定するための骨用ねじアセンブリ（20; 65; 70; 100）において、
　a）第一の巻き方および第一のリード長さを有する第一の雄ねじ（23; 104）が形成され
るねじ付き第一端部（24）と、第二端部とを含み、細長い胴体（22）を有する第一の骨用
ねじ部材（21; 103）と、
　b）第二の巻き方および第二のリード長さを有する第二の雄ねじ（44; 46; 81; 106）が
少なくとも一つ形成される第二の骨用ねじ部材（40; 80; 105）と
を具備し、
　前記第一の骨用ねじ部材（21）は、前記細長い胴体（22）の内部に設けられるボア（26
）または中央チャネル（27）の中に位置し、第二の巻き方および第二のリード長さを有す
る雌ねじ特徴（28; 73）をさらに含み、
　　前記第二の巻き方は前記第一の巻き方と反対であって、および/または前記第一のリ
ード長さは前記第二のリード長さと異なっており、
　　前記第二の骨用ねじ部材（40; 80; 105）は前記ボア（26）の内部に配置されており
、前記第二の雄ねじ（44, 46; 81; 106）は前記雌ねじ特徴（28; 73）に係合しており
　前記第二の骨用ねじ部材（40; 80; 105）が、依然として前記雌ねじ特徴（28; 73）と
部分的に係合しつつ、前記第一の構成においてよりも前記ボアから前記目標となる骨の中
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へと前進しているように、前記第二の骨用ねじ部材（40; 80; 105）が前記ボア（26）の
内部に実質的に完全に配置されている第一の植込み構造から、第二の骨用ねじ部材（40; 
80; 105）が前記ボア（26）から突出している第二の植込み構造に、第二の骨用ねじ部材
（40; 80; 105）が移動しうる、骨用ねじアセンブリ。
【請求項２】
　前記ねじ付き第一端部（24）は前記細長い胴体（22）の第二端部に向かって遷移部（25
）まで伸びている第一の長さ（L1）を有し、
　前記ボア（26）は前記第一端部（24）内に位置し
　前記中央チャネル（27）は前記細長い胴体（22）の残りの部分の内部に前記遷移部（25
）から前記第二端部に伸びて、遷移部（25）において前記ボア（26）は前記中央チャネル
（27）と流体連通し、前記雌ねじ特徴（28）は前記中央チャネル（27）の中に配置されて
遷移部（25）から前記第二端部に向かって伸びる、請求項1に記載の骨用ねじアセンブリ
（20; 65; 100）。
【請求項３】
　前記ボア（26）は前記中央チャネル（27）より大きい直径を有し、
　前記第二の骨用ねじ部材（40; 105）はねじ付き頭部（44）とねじ付き尾部（43）を含
み、前記ねじ付き頭部（44）の直径は、前記ねじ付き尾部（43）の直径より大きく、前記
ねじ付き頭部（44）の直径は、前記ボア（26）の直径より小さいが前記中央チャネル（27
）の直径より大きく、前記第二の雄ねじ（44, 46; 106）は前記ねじ付き尾部（43）上に
位置する、請求項2に記載の骨用ねじアセンブリ（20; 65; 100）。
【請求項４】
　前記ねじ付き頭部（44）は、第二の雄ねじ（46; 106）と同一の巻き方とリード長さを
有するねじを有する、請求項3に記載の骨用ねじアセンブリ（20; 65; 100）。
【請求項５】
　前記第一の巻き方は前記第二の巻き方と反対であることを特徴とする、請求項1ないし4
のいずれか一項に記載の骨用ねじアセンブリ（20; 65; 100）。
【請求項６】
　前記第一のリード長さは、前記第二のリード長さと異なっており、前記第一の巻き方は
、第二の巻き方と異なっている、請求項1ないし4のいずれか一項に記載の骨用ねじアセン
ブリ（20; 65; 100）。
【請求項７】
　前記骨用ねじアセンブリ（100）は、第二の巻き方または第二のリード長さを有する、
少なくとも一つの第三のねじ（108）を備える第三の骨用ねじ部材（107）をさらに含む、
請求項1ないし6のいずれか一項に記載の骨用ねじアセンブリ（100）。
【請求項８】
　前記雌ねじ特徴（73）は前記ボア（26）内に位置する、請求項1ないし７のいずれか一
項に記載の骨用ねじアセンブリ（65）。
【請求項９】
　請求項1～8のいずれか一項に記載の骨用ねじアセンブリ（20; 65; 70; 100）を備える
骨固定アセンブリ（1）。
【請求項１０】
　前記骨固定アセンブリ（1）は、実質的に平らな第一の板部（11）を含む骨プレート（1
0）をさらに備え、
　管状突出部（14）は特定の角度で前記板部（11）から伸び、前記管状突出部（14）は摺
動して骨用ねじアセンブリ（20; 65; 70; 100）を収容するように構成されている、請求
項9に記載の骨固定アセンブリ（1）。
【請求項１１】
　前記骨固定アセンブリ（1）は、髄内釘（91）をさらに備え、ねじアセンブリ（90）は
前記髄内釘（91）の中に係合する、請求項9または10に記載の骨固定アセンブリ（1）。
【請求項１２】
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　前記骨用ねじアセンブリは、髄内釘95の遠位端または近位端を形成する、請求項9また
は10に記載の骨固定アセンブリ（1）。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転モーメントに耐える骨用ねじアセンブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本領域において、様々な骨用ねじが知られている。骨フラグメントの安定のために、一
般には、複数のねじによって、骨フラグメントが骨に固定される。一つのねじが挿入され
ると、骨フラグメントはねじ軸を中心に回転して、必要な安定性を発現していない。しか
しながら、多くの開示には、一つのねじしか骨フラグメントの中に置くことができません
。たとえば、大腿骨頭骨折において、一つのねじのみは大腿骨頭を大腿骨骨幹軸に固定さ
せる。しかしながら 、単一のねじを使用する場合に、大腿骨頭はねじ軸を中心に回転し
て骨折整復を失うおそれがある。
【０００３】
　股関節骨折は普通の傷である。毎年、世界中に股関節骨折の数が増えている。特に年寄
りは股関節骨折に罹る。人口高齢化により、年間の股関節骨折の数は迅速に増えている。
【０００４】
　股関節骨折の原因の一つはオステオポローシスである。年をとるにつれて、骨はますま
す脆くなって、転んだ後に骨折しやすい。
【０００５】
　個人的な治療を要求する種々の股関節骨折がある。たとえば、大腿骨頸部骨折に罹って
関節表面に悪い軟骨がある患者にとって、完全に関節を取り替えて全体股関節インプラン
トで治療するのが好ましい。骨折に罹って良い軟骨を有する年下の患者にとって、全体の
関節を取り替えしない治療方法は好適である。
【０００６】
　骨折の部位、骨の品質と大きさにより、何種類かの治療方法は利用可能である。骨フラ
グメントの安定のための治療方法は二つ以上のカニューレ装着ねじの挿入から髄内釘の挿
入まで異なっている。
【０００７】
　普通方法のもう一つは動的股関節ねじの植込み或いはスライディングスクリュー固定で
ある。動的股関節ねじは大腿骨の外側皮質に固定する板と、該板から大腿骨頭の中に伸び
る大きなねじとから構成されている。このねじは板にはめ込んで、動的固定と称される。
動的固定によって、大腿骨頭が大腿骨骨幹軸に固定して、インプラントが短くなることが
できる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前記動的股関節ねじの欠点は以下のとおりである。ねじは引張荷重と圧縮荷重に耐えら
れるが、ねじりモーメントに耐えられない。回転すると、骨折整復を失う。また、この回
転は大腿骨頭への血液供給を邪魔する可能性があって、いわゆる「虚血壊死」をもたらす
。これによって、大腿骨頭フラグメントは骨折を癒すに必要な血液供給を切断する。虚血
壊死の場合に、次の外科手術上の介入において、インプラントは取り外されて、全体股関
節プロテーゼに取り替えられる。
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【０００９】
　通常は、動的股関節ねじインプラントの上に、追加の回転防止ねじを置くことによって
こんな問題を克服する。ねじの追加は必要な骨ストックを前提として、ねじの板へのはめ
込みが影響を受ける可能性がある。特に、小柄な患者の大腿骨頸部は追加の回転防止ねじ
にとって小さすぎる。
【００１０】
　他の利用可能な、インプラントをねじりモーメントから守る設計は大腿骨頭の中に伸び
る二つの平行なねじを含んでいる。前記二つのねじが骨プレートの中にはめ込む。これら
の設計は実に大腿骨頭フラグメントの回転を抑制するが、サイズが大きいである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　従って、本発明は、ねじりモーメントに耐えて、小柄な患者の中に植え込みやすいねじ
アセンブリを提供することを目的とする。
【００１２】
　請求項１によると、その目的を達成する。本発明の骨用ねじアセンブリは目標となる骨
の中に固定するためのものであって、第一の巻き方および第一のリード長さを有する第一
の雄ねじが形成されるねじ付き第一端部と、第二端部とを含んでいる、細長い胴体を有す
る第一の骨用ねじ部材（前記第一の骨用ねじ部材はさらに、前記細長い胴体の内部に設け
られるボアまたは中央チャネルの中に位置して第二の巻き方および第二のリード長さを有
する雌ねじ特徴を含んでいる）と、第二の巻き方および第二のリード長さを有する第二の
雄ねじが少なくとも一つ形成される第二の骨用ねじ部材とからなって、前記第二の巻き方
は前記第一の巻き方と反対であって、且つ/若しくは前記第一のリード長さは前記第二の
リード長さと異なっていて, 前記第二の骨用ねじ部材は少なくとも前記ボアの内部に配置
されていて、前記第二の雄ねじは前記雌ねじ特徴に係合していて、第二の骨用ねじ部材が
少なくとも前記ボアの内部に完全に配置されている第一の植込み構造および第二の骨用ね
じ部材が少なくともその一部が前記ボアから突出している第二の植込み構造において、第
二の骨用ねじ部材は移動しうる。
【００１３】
　前記第二の雄ねじは第一の雄ねじとして異なった巻き方および/または異なったリード
長さを含んでいて、第二の骨用ねじ部材が第二の植込み構造に移動すると、骨用ねじアセ
ンブリをねじりモーメントによる回転から守る。二つの雄ねじは異なった巻き方を有する
と、一方向に沿う回転モーメントは第一または第二の骨用ねじ部材を回転させる。しかし
ながら、回転モーメントは他方の骨用ねじ部材の回転運動を禁止する方向に向かって導か
れて、この回転運動は他方の骨用ねじ部材にブロックされる。
【００１４】
　二つの雄ねじは異なったリード長さを有する場合に、回転モーメントは骨用ねじアセン
ブリを少し回転させる。しかしながら、異なったリード長さにより、一回転あたり二つの
骨用ねじ部材が異なった距離で走行して、回転運動が速やかに停止する。これは二つの骨
用ねじ部材の中の少なくとも一つのねじが骨の中に切削されたねじに当接するためである
。
【００１５】
　注意すべきことは、異なった巻き方を使用して、第一の雄ねじのリード長さが第二の雄
ねじと同じである場合だ。
【００１６】
　異なった巻き方または異なったリード長さを有する二つの雄ねじを使用して、骨用ねじ
アセンブリが回転自在にロックされている。つまり、異なった巻き方と異なったリード長
さを有する雄ねじを使用していい。これは「および/または」という術語で表されて、二
つの中の何れかの一つまたは両方を使用していいという意味である。
【００１７】
　好ましくは、第一の骨用ねじ部材の細長い胴体は円筒形であって、その全長（つまり、
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細長い胴体の第一端部と第二端部の間の距離）は骨用ねじアセンブリの用途、目標となる
骨または患者の大きさによっている。細長い胴体の直径も同様である。本発明の一実施形
態において、第一の骨用ねじ部材の細長い胴体はその全長に沿って一定の直径を有してい
るが、好ましくは、第一の骨用ねじ部材の細長い胴体の直径が変っている。
【００１８】
　本願において、「巻き方」とは、ねじの螺旋が骨用ねじ部材の中心軸に巻き付けられて
いる方向をいう。二つの異なった巻き方は可能であって、「右利き」または「左利き」で
ある。「右利きの」 ねじを有する骨用ねじ部材が時計回りに回されると、使用者から離
れる。また、反時計回りに回されると、使用者に向かって移動する。それに対して、「左
利きの」ねじが反対な特性を発現する。
【００１９】
　本発明において、「雄ねじ」とは、骨用ねじ部材の外周に設けられるねじである。それ
に対して、「雌ねじ」とは、内周に設けられるねじといい、つまり、骨用ねじ部材のボア
または内チャネルの中にある。そこで、両者はマッチした巻き方、リード数、リード長さ
及びピッチを有すると、雄ねじは雌ねじに係合する。
【００２０】
　本願において、「リード長さ」とは、骨用ねじ部材の完全な一回りに伴って、同じリー
ドによって覆われるねじ軸に沿う距離をいう。
【００２１】
　本発明に用いられる雄ねじ及び雌ねじは一条ねじであっていい。つまり、一条ねじ螺旋
のみが骨用ねじ部材の中心軸に巻き付けられている。好ましくは、前記ねじは二条ねじま
たは多条ねじである。つまり、二つ以上の別々に準備したねじ螺旋が骨用ねじ部材の中心
軸に巻き付けられている。
【００２２】
　好ましくは、前記第一の骨用ねじ部材はボアと、細長い胴体に位置する中央チャネルと
から構成される。
【００２３】
　好ましくは、前記ボアと前記中央チャネルは、細長い胴体の中心軸と同心であるように
配置されている。前記ボアと前記中央チャネルの直径は細長い胴体の外径より小さくて、
細長い胴体の外径とボアや中央チャネルの直径との差は十分な強度を有する細長い胴体の
壁厚を提供する。
【００２４】
　前記ボアと前記中央チャネルは同じ直径を有していいが、好ましくは、ボアの直径は中
央チャネルと異なっている。さらに好ましくは、ボアは中央チャネルと流体連通している
。つまり、細長い胴体の全長にわたって第一端部から第二端部まで、ボアと中央チャネル
は共通のカニューレを形成する。好ましくは、ボアと中央チャネルは各自の長さに沿って
一定の直径を有している。若しくは、ボア及び/又は中央チャネルの直径は各自の長さに
沿って異なっている。第二の骨用ねじ部材を回転させる適当な工具が中央チャネル及びボ
アの少なくとも一部を経由して挿入される。このような工具として、たとえば、ねじ回し
が挙げられる。
【００２５】
　好ましくは、雌ねじ特徴は前記ボアの内周または前記中央チャネルの内周に設けられて
いる。前記雌ねじ特徴は第二の巻き方と第二のリード長さを有している。
【００２６】
　好ましくは、第二の骨用ねじ部材は第二の雄ねじが形成される第二の細長い円筒体を含
んでいる。前記第二の雄ねじは、前記雌ねじ特徴の第二の巻き方と第二のリード長さに対
応する第二の巻き方と第二のリード長さを有することが好ましい。さらに好ましくは、前
記第二の骨用ねじ部材の直径は、第二の骨用ねじ部材が少なくとも前記ボアに挿入されて
、前記第二の雄ねじが前記雌ねじ特徴に螺合することができるように選択される。
【００２７】
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　好ましくは、第一の巻き方は第二の巻き方と反対である。すなわち、前記第一の巻き方
は左利きであると、前記第二の巻き方は右利きである。逆もまた同様である。或いは、前
記第一のリード長さは前記第二のリード長さと異なっている。さらに好ましい代案として
、第一の巻き方は第二の巻き方と反対であって、第一のリード長さは第二のリード長さと
異なっている。
【００２８】
　経験則として、第一の雄ねじと第二の雄ねじとのリード長さにおける差はできるだけ大
きいことが望ましい。これによって、異なった巻き方を有するリードは負の値として表さ
れることができる。例えば、第一の雄ねじのリード長さは3 mmであって、第二の雄ねじの
リード長さは6 mmである時には、両者の差は3 mmである。しかしながら、雄ねじの両方と
もリード長さが3 mmであるが、その中の一つのリードが反対な巻き方を有する（即ち- 3 
mm）時には、両者の差は6 mmである。好ましくは、前記第二の骨用ねじ部材が少なくとも
前記第一の骨用ねじ部材のボアの内に配置されている。さらに好ましくは、前記第二の骨
用ねじ部材が前記ボアの内および前記中央チャネルの少なくとも一部の内に配置されてい
る。後者の場合に、第二の骨用ねじ部材の直径は、ボア及び中央チャネルの少なくとも一
部に挿入することができるように選択される。
【００２９】
　第一の植込み構造は骨の中に骨用ねじアセンブリを植込むためのものである。この構造
において、第二の骨用ねじ部材が少なくともボアの内に完全に配置されている。つまり、
前記第二の骨用ねじ部材およびそれに設けられる第二の雄ねじ特徴は前記第一の骨用ねじ
部材から突出しない。このようにして、骨用ねじアセンブリは、例えば予め骨の中に穿設
されておく止まり穴に捩じ込まれる。いったん前記骨用ねじアセンブリが適当な位置にあ
ると、前記第二の骨用ねじ部材は、例えば前記第二端部から中央チャネルを経由して挿入
される工具によって、前記第一の骨用ねじ部材のねじ付き第一端部から直線的に出て骨の
中へ進むように回される。第二の雄ねじと雌ねじ特徴との係合により、前記第二の骨用ね
じ部材を前進させるための回転運動が要求されるので、第二の骨用ねじ部材も骨に捩じ込
む。
【００３０】
　第二の植込み構造において、第二の骨用ねじ部材の少なくとも一部が第一の骨用ねじ部
材から突出する、すなわち、ある距離前進している。しかしながら、回転防止の効果を得
るために、前記第二の雄ねじの少なくとも一部は前記雌ねじ特徴に係合する必要がある。
【００３１】
　従って、雌ねじ特徴に部分的に係合したまま骨にきっちり捩じ込まれるために、第二の
骨用ねじ部材は十分に前進する必要がある。
【００３２】
　好ましくは、前記ねじ付き第一端部は細長い胴体の第二端部に向かって遷移部まで伸び
ている第一の長さを有して、前記ボアは前記第一端部の内部に位置して、中央チャネルは
細長い胴体の残りの部分の内部に前記遷移部から前記第二端部に伸びて、遷移部に前記ボ
アは前記中央チャネルと流体連通して、前記雌ねじ特徴は前記中央チャネルの中に配置さ
れて遷移部から前記第二端部に向かって伸びる。
【００３３】
　前記遷移部は、第一のねじ部材の細長い胴体のねじ付き第一端部から残りの部分までの
遷移を表している。好ましくは、前記残りの部分がねじを含まず、板や髄内釘などのよう
な他のインプラントパーツと相互作用するように配置されることができる。
【００３４】
　好ましくは、前記ねじ付き第一端部が細長い胴体の残り部分より大きい直径を有する。
従って、前記遷移部はその外周に斜面を有する。これによって、前記細長い胴体の外径が
変化できる。前記斜面は任意の適当な傾斜角を有することができる。
【００３５】
　好ましくは, 前記ボアは前記中央チャネルより大きい直径を有して、前記第二の骨用ね
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じ部材はねじ付き頭部とねじ付き尾部を含んでいて、前記ねじ付き頭部の直径は前記ねじ
付き尾部の直径より大きくて、ねじ付き頭部の直径は前記ボアの直径より小さいが前記中
央チャネルの直径より大きくて、前記第二の雄ねじは前記ねじ付き尾部上に位置する。
【００３６】
　この好適な構造において、前記尾部に位置する第二の雄ねじは中央チャネルの内に位置
する雌ねじ特徴と相互作用する。前記第二の骨用ねじ部材が前記第一の植込み構造から前
記第二の植込み構造へ進む時に、前記ねじ付き頭部はその雄ねじ部によって骨に係合する
。
【００３７】
　そのため、雄ねじの異なった部分を利用して、前記第二の骨用ねじ部材が骨の中および
雌ねじ特徴に固定される。これによって、例えば、前記雄ねじの異なった直径は二つの部
分に用いられることができる。
【００３８】
　好ましくは、前記ねじ付き頭部には同一の巻き方とリード長さを有するねじが第二の雄
ねじとして形成されている。従って、前記第二の骨用ねじ部材が回されて、前記第一の植
込み構造から前記第二の植込み構造へ進む。これによって、前記ねじ付き第一端部が骨に
捩じ込まれる。
【００３９】
　さらに好ましくは、前記第一の巻き方は第二の巻き方と反対である。これによって、骨
用ねじアセンブリが効率よく固定されて、回転モーメントを防止することができる。
【００４０】
　好ましくは、前記第一の雄ねじのリード長さは少なくとも前記第二の雄ねじのリード長
さの二倍であり、逆もまた同じである。この構造によれば、骨用ねじアセンブリは回転モ
ーメントの影響を受けず効率よく固定されることができる。
【００４１】
　若しくは、前記骨用ねじアセンブリはさらに、第二の巻き方または第二のリード長さを
有する第三のねじが少なくとも一つ形成される第三の骨用ねじ部材を含んでいて、雌ねじ
特徴は前記中央チャネルの内に位置して上に向かって細長い胴体の第二端部に伸びる。
【００４２】
　この構造によれば、第三の骨用ねじ部材は、前記第三のねじと前記雌ねじ特徴との相互
作用によって、第二端部に第一の骨用ねじ部材に固定されることができる。これによって
、本発明の骨用ねじアセンブリは二つの骨フラグメントにおける回転モーメントを防止し
ながら二つの骨フラグメントを合わせて固定することができる。
【００４３】
　前記第三の骨用ねじ部材は一定の直径を有していいが、二つの異なった直径を有する胴
体を含むことが好ましい。一つの直径はそれに設けられる第三のねじが雌ねじ特徴に係合
できるように選択されるとともに、もう一つの直径は第二の骨用ねじ部材の残り部分の直
径と等しいように選択されていい。若しくは、もう一つの直径は第一の骨用ねじ部材のね
じ付き第一端部の直径と等しいように選択されてもいい。
【００４４】
　別の実施形態において、前記雌ねじ特徴は前記ボアの内部に位置する。この場合では、
第一の植込み構造において、第二の骨用ねじ部材が完全にボアの内に配置されていて、中
央チャネルの内に全然ない。これによって、第二の雄ねじの全体は第一の植込み構造にお
ける雌ねじ特徴と相互作用する。第二の植込み構造において、第二部分が雌ねじ特徴に係
合したまま第二の雄ねじの一部は骨の中に係合する。
【００４５】
　本発明のもう一つの目的は、本発明の骨用ねじアセンブリと、骨プレートとからなる骨
固定アセンブリに関する。前記骨プレートは、実質的に平らな第一の板部と、前記板部か
ら特定の角度で伸びる管状突出部とを含んでいる。前記管状突出部は摺動して骨用ねじア
センブリを収容するように配置されている。
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【００４６】
　このような骨固定アセンブリは主に大腿骨頸部骨折の治療に用いられる。本発明の骨固
定アセンブリは固定されて、ねじりモーメントによる運動を防止するので、他の回転防止
手段を用意する必要がなく、結果として骨固定アセンブリの大きさが減少する。そのため
、本発明の骨固定アセンブリは小柄な患者にぴったりである。また、ただ一つのねじアセ
ンブリは大腿骨頭に植込まれて、必要な外科手術の複雑さが低下する。
【００４７】
　好ましくは、前記管状突出部はその内周に少なくとも一つの回転防止手段が形成されて
いて、前記第一の骨用ねじ部材は相補的な回転防止手段を含んでいる。
【００４８】
　これによって、骨プレート付のねじアセンブリの回転がロックされる。前記回転防止手
段は、例えば第一の骨用ねじ部材上の対応したノッチの中に係合できる突出部として提供
されて、逆もまた同様である。好ましくは、二つ以上の回転防止手段が提供されることが
できる。若しくは、前記骨用ねじアセンブリは、止めねじのようなねじによって、骨プレ
ートに回転自在に固定されていい。
【００４９】
　さらに好ましい実施形態および特徴の組み合わせは、以下の詳細な説明および請求の範
囲から派生することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
　本発明の実施形態を説明する図面は以下のとおりである。図において、同じ特徴は同様
の参照符号を付して説明する。
【図１】図1は骨プレートと大腿骨頸部骨折した大腿骨の内部にある骨用ねじアセンブリ
とからなる骨固定アセンブリの側面図である。
【図２】図2は骨プレートの詳細を示す図である。
【図３Ａ】図3Aは第一の実施形態における第一の骨用ねじ部材を示す図である。
【図３Ｂ】図3Bは第一の実施形態における第一の骨用ねじ部材を示す図である。
【図４Ａ】図4Aは第一の実施形態における第二の骨用ねじ部材を示す図である。
【図４Ｂ】図4Bは第一の実施形態における第二の骨用ねじ部材を示す図である。
【図５Ａ】図5Aは第一と第二の植込み構造における骨用ねじアセンブリを示す図であって
、その中に図3の第一の骨用ねじ部材と図4の第二の骨用ねじ部材とが形成されている。
【図５Ｂ】図5Bは第一と第二の植込み構造における骨用ねじアセンブリを示す図であって
、その中に図3の第一の骨用ねじ部材と図4の第二の骨用ねじ部材とが形成されている。
【図５Ｃ】図5Cは第一と第二の植込み構造における骨用ねじアセンブリを示す図であって
、その中に図3の第一の骨用ねじ部材と図4の第二の骨用ねじ部材とが形成されている。
【図５Ｄ】図5Dは第一と第二の植込み構造における骨用ねじアセンブリを示す図であって
、その中に図3の第一の骨用ねじ部材と図4の第二の骨用ねじ部材とが形成されている。
【図６】図6A - 6Cは従来技術における大腿骨頸部インプラントと比較して、図5の骨用ね
じアセンブリにより大腿骨頭の回転を防ぐ機械的原理を示す図である。
【図７】図7は第二の実施形態における骨用ねじアセンブリを示す図であって、その中の
二つの骨用ねじ部材は巻き方が同じであるが、リード長さが異なっている。
【図８】図8は第三の実施形態における骨用ねじアセンブリを示す図である。
【図９Ａ】図9Aは図１の骨固定アセンブリを植え込むための外科手術の工程を示す図であ
る。
【図９Ｂ】図9Bは図１の骨固定アセンブリを植え込むための外科手術の工程を示す図であ
る。
【図９Ｃ】図9Cは図１の骨固定アセンブリを植え込むための外科手術の工程を示す図であ
る。
【図９Ｄ】図9Dは図１の骨固定アセンブリを植え込むための外科手術の工程を示す図であ
る。
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【図９Ｅ】図9Eは図１の骨固定アセンブリを植え込むための外科手術の工程を示す図であ
る。
【図９Ｆ】図9Fは図１の骨固定アセンブリを植え込むための外科手術の工程を示す図であ
る。
【図９Ｇ】図9Gは図１の骨固定アセンブリを植え込むための外科手術の工程を示す図であ
る。
【図１０】図10は第二の実施形態における骨固定アセンブリを示す図であって、その中の
骨用ねじアセンブリは髄内釘の一部である。
【図１１】図11は第三の実施形態における骨固定アセンブリを示す図であって、その中の
骨用ねじアセンブリは髄内釘の遠位端または近位端の一部である。
【図１２Ａ】図12Aは第四の実施形態における骨用ねじアセンブリを示す図であって、そ
の中に第三の骨用ねじ部材が設けられている。
【図１２Ｂ】図12Bは第四の実施形態における骨用ねじアセンブリを示す図であって、そ
の中に第三の骨用ねじ部材が設けられている。
【図１２Ｃ】図12Cは第四の実施形態における骨用ねじアセンブリを示す図であって、そ
の中に第三の骨用ねじ部材が設けられている。
【図１２Ｄ】図12Dは第四の実施形態における骨用ねじアセンブリを示す図であって、そ
の中に第三の骨用ねじ部材が設けられている。
【図１２Ｅ】図12Eは第四の実施形態における骨用ねじアセンブリを示す図であって、そ
の中に第三の骨用ねじ部材が設けられている。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　図1 aに示すように、第一の実施形態に係わる骨固定アセンブリ1は骨折した大腿骨頸部
を連結している。前記骨固定アセンブリは骨プレート10と、第一の骨ファスナー12と、第
二の骨ファスナー13と、骨用ねじアセンブリ20とを含んでいる。前記骨プレート10は大腿
骨骨幹軸3の側面に付装している。前記骨用ねじアセンブリ20は骨プレート10から大腿骨
を経由して大腿骨頭フラグメント2の中に伸びている。骨折部位4を連結することにより、
前記骨用ねじアセンブリは大腿骨頭フラグメント2を大腿骨骨幹軸3に固定させる。
【００５２】
　以下に詳しく説明するように、骨用ねじアセンブリ20は第一の骨用ねじ部材21と第二の
骨用ねじ部材40とから構成されている。骨用ねじアセンブリ20が摺動して骨プレート10に
係合する。
【００５３】
　図2は骨プレート10を示す。大腿骨に固定するために、前記骨プレート10に含まれる第
一の平板部11は第一の骨ファスナー12および第二の骨ファスナー13を利用する。これらの
骨ファスナーの数は骨折のレベルと板の大きさにより、少なくとも一つである。また、前
記骨プレート10に含まれる管状突出部14は約130°-140°の角で平板部11から伸びる。図1
に示すように、前記管状突出部14は骨の中への皿穴配置を行って骨用ねじアセンブリ20を
収容するためのものである。前記骨用ねじアセンブリ20が摺動回転して管状突出部14の中
に係合する。
【００５４】
　回転安定性のために管状突出部14の内周にわたって等間隔に設けられるオス回転防止手
段の数は少なくとも一つ、好ましくは二つ以上（15aと15b）である。前記オス回転防止手
段15aが管状突出部14の内壁から伸びる。若しくは、前記おす回転防止手段15aは平面また
は溝として設けられてもいい。
【００５５】
　第一のオス回転防止手段15aと第二のオス回転防止手段15bは前記骨用ねじアセンブリ20
に設けられる相補的なメス回転防止手段と協働するように配置されている。セットになっ
た回転防止手段は骨用ねじアセンブリ20における第一骨用ねじ部材21の骨プレート10に対
する回転を抑制する。
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【００５６】
　図3Aと3Bは第一の骨用ねじ部材21の各要素を示す。前記第一の骨用ねじ部材21に含まれ
る細長い第一円筒体22は第一端部29から第二端部まで伸びている。前記細長い第一円筒体
22の頭部に目標となる骨に固定するための第一の雄ねじ23が設けられて、ねじ付き第一端
部24が形成される。好適な実施形態において、第一の雄ねじ23は右利きである。前記第一
の雄ねじ23のピッチ'P1'は1.0 mm以上であるが、好ましくは少なくとも2.5 mmである。
【００５７】
　細長い第一円筒体22の多くは直径がねじ付き第一端部24より小さい。ねじ付き第一端部
24と細長い円筒体22の残りの部分の間に第一の段付き遷移部25が配置されている。段付き
遷移の長さ'L1'は前記第一の骨用ねじ部材の第一端部29から起算しておよそ15 mmである
が、骨用ねじアセンブリ20の全長により10 mmから30 mmまで変っていい。前記骨用ねじア
センブリの必要な全長は目標となる骨の大きさと患者に関係する。
【００５８】
　前記ねじ付き第一端部24は更に、ほぼ遷移部25に伸びるボア26を含んでいる。
【００５９】
　中央チャネル27は遷移部25から第一の骨用ねじ部材21の第二端部に伸びている。前記中
央チャネル27の直径は実質的にボア26の直径より小さい。以下に詳しく説明するように、
中央チャネル27はねじ回しを受けるように配置されている。遷移部25において、中央チャ
ネル27とボア26の間の境界から、中央チャネル27は雌ねじ特徴28を含んでいる。好適な実
施形態において、雌ねじ特徴28は左利きであって、二条ねじまたは多条ねじ付のリードを
有する。また、以下に図4Aと図4Bに示すように、前記雌ねじ特徴28は第二の骨用ねじ部材
40のねじ付き頭部44と実質的に等しいリード長さを有する。
【００６０】
　また、細長い第一円筒体22は細長いシャフトの円周にわたって等間隔に設けられるメス
回転防止手段29a, 29bを少なくとも一つ、好ましくは二つ以上含んでいる。前記メス回転
防止手段29a, 29bは、前記細長いシャフトに沿って伸びる溝として配置されている。若し
くは、前記メス回転防止手段29a, 29bは、平面または細長いシャフトから伸びる長い突出
部として配置されている。メス回転防止手段29aと29bは前記骨プレート10の相補的なオス
回転防止手段15a, 15bと協働するように配置されている。前記セットになった回転防止手
段15a, 15b, 29a, 29bは第一の骨用ねじ部材21の骨プレート10に対する回転を抑制する。
【００６１】
　第二端部に、前記第一の骨用ねじ部材21は第一のドライブ30を含んでいる。前記第一の
ドライブ30がねじ回しに係合するように形成されている。
【００６２】
　図4Aと4Bは第二の骨用ねじ部材40の詳細を示す。前記第二の骨用ねじ部材40に含まれる
第二の円筒体42は第一端部から第二端部に伸びて、二つの外径を有する。前記第二の円筒
体42はねじ付き頭部とねじ付き尾部とから構成されている。前記ねじ付き頭部は目標とな
る骨の中に固定するためのものであって、第一部分としての第二の雄ねじ44を有する。前
記ねじ付き尾部は第一の骨用ねじ部材21の中に係合するためのものであって、第二部分と
しての第二の雄ねじ46を有する。好適な実施形態において、第一部分としての第二の雄ね
じ44は左利きである。第一部分としての第二の雄ねじ44のピッチ'P2'は1.0 mm以上である
が、好ましくは少なくとも2.0 mmである。
【００６３】
　前記第二の円筒体42の大部分は直径がねじ付き頭部より小さくて、第二の段付き遷移部
が形成されている。前記第二の段付き遷移部の長さ'L2'は第二の骨用ねじ部材40の先端か
ら起算しておよそ15 mmであるが、骨用ねじアセンブリ20の全長により10 mmから30 mmま
で変っている。前記第二のねじ付き頭部はカッティングエッジ41a, 41b, 41c付の先端を
含んでいる。前記カッティングエッジ41a, 41b, 41cは大腿骨頭フラグメント2の中へのね
じ切削を行うように配置されている。
【００６４】
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　好適な実施形態において、第二部分としての第二の雄ねじ46は左利きであって、二条ね
じまたは多条ねじ付のリードを有する。リード長さ、ピッチ及び形状の点については、第
二部分としての第二の雄ねじ46は第一の骨用ねじ部材21の雌ねじ特徴28に対応している。
【００６５】
　なお、中央カニューレ47は第二の骨用ねじ部材40の第一端部から第二端部に伸びている
。前記カニューレ47は植込用のＫワイヤ又はガイドワイヤを受けるように配置されている
。
【００６６】
　第二端部に、前記第二の骨用ねじ部材40は第二のドライブ50を含んでいる。前記第二の
ドライブ50はねじ回しに係合するように配置されている。
【００６７】
　図5A－図5Dは第一の骨用ねじ部材21と第二の骨用ねじ部材40との間の相互作用を示す。
図5Aと図5Bは第一の植込み構造と第二の植込み構造における骨用ねじアセンブリ20を示す
。図5Cと図5Dは第一と第二の植込み構造の部分横断面図である。
【００６８】
　第二の骨用ねじ部材40の第一の骨用ねじ部材21に対する反時計回り回転により、第二の
骨用ねじ部材40は前進して、少なくともその一部が第一の骨用ねじ部材21から突出する。
前記回転を開始するために、ねじ回しは第二の骨用ねじ部材40のドライブ50の中に係合す
る。
【００６９】
　骨用ねじアセンブリ20の別の実施形態において、カウンターボルトのような他の部材は
前記雌ねじ特徴28に係合する。第二の骨用ねじ部材40に当接して前記カウンターボルトを
締めると、第二の骨用ねじ部材40は自在に動くように第一の骨用ねじ部材21の中にロック
されている。
【００７０】
　図6A-図6Cは従来技術による固定と比較して、本発明の骨用ねじアセンブリ20が回転モ
ーメントに耐える原理を示す。
【００７１】
　図6Aに示すように、従来のスライディング股関節ねじシステムにおいて、ねじりモーメ
ントと荷重により、前記大腿骨頭フラグメント2が回転する可能性がある。回転すると、
大腿骨頭フラグメント2はスクリューシャフトと平行に移動する。臨床的には、大腿骨頭
フラグメント2の回転は骨折整復の損失を引き起こす。一般には、生体力学のゆえに、中
央股関節ねじは大腿骨頸部の下部の三番目である。整復の損失と大腿骨頭フラグメント2
の回転は大腿骨頭フラグメント2への血液供給を損なって、大腿骨頭フラグメント2の虚血
壊死をもたらす。現在は、図6Bに示すように、第二の回転防止ねじ55の挿入しかによって
、大腿骨頭フラグメント2の回転モーメントに対する安定を図ることができません。スク
リュー追加は必要な骨ストックを前提とする。特に小柄な患者の大腿骨頸部は二つの固定
部材にとって小さすぎる。
【００７２】
　図6Cは本発明の骨用ねじアセンブリ20の固定原理を示す。大腿骨頭フラグメント2は二
つのねじに係合している。第一のねじ部材21のねじ付き第一端部24と第二のねじ部材40の
ねじ付き頭部は、巻き方が互いに反対である。また、ねじアセンブリ20と骨プレート10の
協働した回転防止手段によって、ねじアセンブリ20が回転して骨プレート10の中にブロッ
クされる。
【００７３】
　理論的には、大腿骨頭フラグメント2に与えられる回転モーメントは大腿骨頭を回転さ
せる。いま、第一の雄ねじ23と第二の雄ねじ44は巻き方が互いに反対なので、回転モーメ
ントにより大腿骨頭フラグメント2は、第一の巻き方を有する第一の骨用ねじ部材21上に
一方向に平行移動するとともに、反対な巻き方を有する第二の骨用ねじ部材40上に反対な
方向に平行移動する。結果として、左利きのねじのプロファイルは右利きのねじのプロフ
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ァイルにフィットするので、大腿骨頭フラグメントの回転を防ぐ。
【００７４】
　図7はさらに別の実施形態における骨用ねじアセンブリ65の部分横断面図である。第三
の他の骨用ねじアセンブリ65は実質的に骨用ねじアセンブリ20と類似している。第一の骨
用ねじ部材21と第二の骨用ねじ部材40は巻き方が同じであるが、リード長さが大いに異な
っている。回転すると、骨は第二の骨用ねじ部材40と比較して第一の骨用ねじ部材21上に
よりはやく平行移動する傾向がある。結果として、異なったリード長さが形成されるねじ
プロファイルはぴったりなので、骨用ねじアセンブリ20の骨内における回転を防ぐ。
【００７５】
　図8はさらに別の実施形態における骨用ねじアセンブリ70の部分横断面図。骨用ねじア
センブリ70は実質的に骨用ねじアセンブリ20と類似している。骨用ねじアセンブリ70は第
一の骨用ねじ部材71からなっている。前記第一の骨用ねじ部材は、雌ねじ特徴28の以外、
すべての実施形態における第一の骨用ねじ部材21に関する説明と同様である。雌ねじ特徴
73はボア26の中に位置している。
【００７６】
　前記雌ねじ特徴73は第二の骨用ねじ部材80の第二の雄ねじ81に係合するように配置され
ている。好適な実施形態において、雌ねじ特徴73は左利きである。なお、雌ねじ特徴73の
リード長さ、ピッチ及び形状は実質的に第二の骨用ねじ部材80の第二の雄ねじ81と等しい
。
【００７７】
　図9A - 9Gは骨固定アセンブリ1を骨の中に植込む工程を示す。
【００７８】
　図9Aは目標となる骨、具体的には骨折部位4と大腿骨頭フラグメント2を有する近位端大
腿骨113の解剖構造を示す。少なくとも一つのガイドワイヤ57を挿入することによって、
前記骨折部位4は整復、固定される。中央ガイドワイヤ58はねじアセンブリ20の目標位置
を規定する。
【００７９】
　図9Bは近位端大腿骨113の外側皮質から大腿骨頭フラグメント2の中に伸びている穴のプ
レドリルを示す。三つのドリル直径を有してカニューレが装着される段付きドリル59が中
央ガイドワイヤ58にわたって挿入される。最も遠い端のドリル直径'D1'は第二の骨用ねじ
40のねじ付き頭部44のねじ谷径に対応している。第二のドリル直径'D2'は第一の骨用ねじ
部材21のねじ付き遠位端24のねじ谷径に対応している。第三のドリル直径'D3'は骨プレー
ト10の管状突出部14の外径に対応している。
【００８０】
　ドリル操作の後に、図9Cに示すように、近位端大腿骨113における段付きボアは三つの
ボア遷移を含んでいる:
・第一のボア遷移'IT'はドリルされていない骨とボア直径'd1'を有するボア部の間のボア
の最も遠い端に位置している。前記ボア直径'd1'は第一のドリル直径'D1'に対応している
。
・第二のボア遷移'T2'はボア直径'd1'とボア直径'd2'の間に位置している。前記ボア直径
'd2'は第二のドリル直径'D2'に対応している。
・第三のボア遷移'T3'はボア直径'd2'とボア直径'd3'の間に位置している。前記ボア直径
'd3'は第三のドリル直径'D3'に対応している。
【００８１】
　図9Dに示すように、骨用ねじアセンブリ20が中央ガイドワイヤ58にわたって近位端大腿
骨113に挿入される。遠位端ねじ付き端部24が大腿骨頭フラグメント56に係合してボア遷
移'T2'に当接するまでの間に、右利きにねじることによって骨用ねじアセンブリ20が挿入
される。
【００８２】
　次の工程に、図9Eに示すように、ねじ回し59が骨用ねじアセンブリ20に挿入されて第二
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の骨用ねじ部材40のドライブ50に係合する。
【００８３】
　前記ねじ回し59を反時計回りに回すと、第二の骨用ねじ部材40の先端がボア遷移'T1'に
あるボアの端部に当接するまでの間に、第二の骨用ねじ部材40が回転して大腿骨頭の中に
平行移動する。
【００８４】
　互いに反対な巻き方を有する二つのねじによって、大腿骨頭フラグメント2が骨用ねじ
アセンブリ20に固定される。結果として、先の図6Cに説明するように、回転モーメント、
軸方向引張力および軸方向圧縮力に耐える固定手段が形成される。
【００８５】
　図9Fに示すように、骨プレート10は第一の骨用ねじ部材21の細長いシャフト22に摺動し
て係合する。メス回転防止手段29a,29bは骨プレート10の相補的なオス回転防止手段15a,1
5bと協働して、第一の骨用ねじ部材21の骨プレート10に対する回転を抑制する。
【００８６】
　図9Gは骨ファスナー12と13の挿入を示す。大腿骨頭フラグメント2が近位端大腿骨113に
堅く固定される。
【００８７】
　図10は別の実施形態における骨インプラントアセンブリを示す。これにより、ねじアセ
ンブリ90は髄内釘91の中に係合する。
【００８８】
　図11はさらに別の実施形態における骨インプラントアセンブリを示す。この実施形態に
おいて、骨固定アセンブリ96は髄内釘95の遠位端または近位端を形成する。これによって
、前記骨固定アセンブリ96はその一端に、目標となる骨への十分な内部固定を提供する。
【００８９】
　図12Aと図12Bはさらに別の実施形態における骨用ねじアセンブリ100を示す。該骨用ね
じアセンブリ100は三つのねじ部材103, 105, 107を含んでいて、その中の二つが互いに反
対な巻き方を有する。前記骨用ねじアセンブリ100は小さな骨フラグメント101を主骨102
に固定させる。反対な巻き方を有する骨用ねじ部材103, 105, 107の組み合わせは、小さ
な骨フラグメント101を固定して回転モーメント、引張荷重と圧縮荷重に耐える原理を促
進する。
【００９０】
　詳細には、第一の巻き方を有する第一の雄ねじ104が形成される第一のねじ部材103は小
さな骨フラグメント101と主骨102の中に固定される。次いで、前記第一の巻き方と反対な
第二の巻き方を有する第二の雄ねじ106が形成される第二の骨用ねじ部材105は第一の骨用
ねじ部材103から主骨102の中へ前進する。最後に、第三のねじ部材107は第二の巻き方を
有する第三の雄ねじ108によって小さな骨フラグメント101の中に固定される。
【００９１】
　図12Eに示すように、第二の骨用ねじ部材105の尾部に位置して第二の巻き方を有する第
三の雄ねじ108は第一の骨用ねじ部材103の雌ねじ特徴109に係合している。これによって
、第一のねじ部材103は第二のねじ部材105に係合する。なお、第四の雄ねじ110が第二の
雌ねじ特徴111に係合することによって、第二のねじ部材105と第三のねじ部材107は合わ
せて固定される。前記二つのねじは第二の巻き方である。
【００９２】
　結果として、骨係合ねじの互いに反対な巻き方により、回転モーメントは小さな骨フラ
グメント101を第三の骨用ねじ部材107上に一方向に平行移動させるとともに第二の骨用ね
じ部材105上に反対な方向に平行移動させる。結果として、左利きのねじのプロファイル
は右利きのねじのプロファイルにフィットすることにより、骨用ねじアセンブリ100の回
転を防ぐ。同様にして、小さな骨フラグメント101と、第二の骨用ねじ部材105と、第三の
骨用ねじ部材107との組み合わせは同じ原理によって小さな骨フラグメント101の骨用ねじ
アセンブリ100に対する回転を防ぐ。従って、この実施形態における骨用ねじアセンブリ1
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00によって、回転運動を防止して小さな骨フラグメント101と主骨100、または何れかの二
つの骨の固定を実現できる。
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